
 

選手・引率者の AD カードについて 

 

 

入場するには、正しいＡＤカード所持 が必要となります。 

 

 

● 選手・引率者ともに競技会主催から郵送されてくることはありません。ホームページより  

  ダウンロードし各団体引率責任者にて作成し持参してください。 

 

 

【注意事項】 

 

① 参加団体の引率責任者が作成する 

・ADカードの印刷はカラー印刷が望ましいが、白黒印刷でも構いませんがハッキリと見える状態であること 

・所属承認印は実印を押す（クラブ印でも責任者印どちらでも構いません）・・・コピーは不可 

 

② 選手１名に付き１枚・引率者は参加者５名に付き１枚（但し上限は５名・５枚まで）となっています  

 

③ ボールペン・油性ペン等で記入する（鉛筆・薄い文字ではダメ） 

 

④ 不正使用・申請人数以上に作成（特に引率者分）することは、絶対にないようにしてください 

 

● ADカードは競技会開催期間中使用しますので無くさないようにしてください。 

 

● 館内入場や招集場へ入るにはADカードの提示による本人確認が必要です。 

（招集場へ携帯していない選手が目立ちます）。 

 

● 入場時・館内にいる時は、ＡＤカードは必ずケースに入れ首からかけること（常に見える状態になっていること） 

＊手に持っている・リュックサック、カバン等につけている場合は、ADカード不携帯とみなします 

 

● ADカードは撮影許可証を兼ねます・・・ホルダー(事前販売)に入れ首から提げてください。  

撮影を許可する対象は【出場団体引率者】【出場選手】です。 
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